
事故救済制度　支給の流れ

＜見舞金（給付金）制度＞

＜賠償責任保険制度＞

委託事業者

（コールセンター）

神戸市

市民

⑤事故調査

①事故の連絡

②請求手続きの案内

④請求

（あて先は神戸市）

③事故発生の報告

⑥判定部会資料の提出

⑧判定結果の通知⑨支給

事故救済制度に関する

給付金判定部会

⑦支給の判定

委託事業者

（コールセンター）
神戸市市民

⑤事故調査

①事故の連絡

②請求手続きの案内

④請求

③事故発生の報告

⑦支給の通知

⑥支給

⑩支給の通知

資料７

事前登録不要

事前登録必要
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